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岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
係
る
手
続
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
号
）
新
旧
対
照
表

（
新
）

（
旧
）

目
次

略

目
次

略

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

第
一
条

略

第
一
条

略

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
か
ら
九
ま
で

略

一
か
ら
九
ま
で

略

十

生
活
環
境
影
響
調
査

法
第
十
五
条
第
三
項
（
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
二
項
に
お

十

生
活
環
境
影
響
調
査

法
第
十
五
条
第
三
項
（
法
第
十
五
条
の
二
の
五
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影

響
に
つ
い
て
の
調
査
を
い
う
。

響
に
つ
い
て
の
調
査
を
い
う
。

十
一
か
ら
十
七
ま
で

略

十
一
か
ら
十
七
ま
で

略

第
三
条
及
び
第
四
条

略

第
三
条
及
び
第
四
条

略

（
条
例
手
続
の
時
期
）

（
条
例
手
続
の
時
期
）

第
五
条

事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
手
続
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
こ
の
条

第
五
条

事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
手
続
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
こ
の
条

例
に
規
定
す
る
手
続
を
実
施
し
、
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
て
お
か
な
け

例
に
規
定
す
る
手
続
を
実
施
し
、
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
及
び
二

略

一
及
び
二

略

三

法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
の
許
可
に
係
る
申
請

三

法
第
十
五
条
の
二
の
五
第
一
項
の
許
可
に
係
る
申
請

四

略

四

略

２

略

２

略

（
許
可
の
制
限
等
）

（
許
可
の
制
限
等
）

第
六
条

知
事
は
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
に
つ
い
て
、
事
業
者
が
第
二
十
九

第
六
条

知
事
は
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
に
つ
い
て
、
事
業
者
が
第
二
十
九

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
前
に
前
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
申
請
を
行
っ

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
前
に
前
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
申
請
を
行
っ

た
場
合
は
、
当
該
申
請
が
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
（
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第

た
場
合
は
、
当
該
申
請
が
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
（
法
第
十
五
条
の
二
の
五
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
適
合
し
て
い
な
い
も
の
と
し
て
、

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
適
合
し
て
い
な
い
も
の
と
し
て
、

当
該
許
可
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
許
可
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

略

２

略

第
二
章

事
業
計
画
書

第
二
章

事
業
計
画
書
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（
事
業
計
画
書
の
提
出
）

（
事
業
計
画
書
の
提
出
）

第
七
条

略

第
七
条

略

２

事
業
者
は
、
事
業
計
画
に
係
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
が
法
第
十
五
条
第
一
項
又
は

２

事
業
者
は
、
事
業
計
画
に
係
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
が
法
第
十
五
条
第
一
項
又
は

第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
の
許
可
に
係
る
申
請
に
関
し
生
活
環
境
影
響
調
査
の
結
果
を

第
十
五
条
の
二
の
五
第
一
項
の
許
可
に
係
る
申
請
に
関
し
生
活
環
境
影
響
調
査
の
結
果
を

記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
」
と
い
う
。
）
を
添
付
し
な
け
れ

記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
」
と
い
う
。
）
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
書
類
を
事
業
計
画
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

号
に
定
め
る
書
類
を
事
業
計
画
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
及
び
二

略

一
及
び
二

略

（
事
業
計
画
書
の
修
正
指
示
等
）

（
事
業
計
画
書
の
修
正
指
示
等
）

第
八
条

略

第
八
条

略

２

略

２

略

３

知
事
は
、
事
業
計
画
書
を
正
確
な
も
の
と
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又

３

知
事
は
、
事
業
計
画
書
を
正
確
な
も
の
と
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又

は
事
業
計
画
が
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
五
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規

は
事
業
計
画
が
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
五
条
の
二
の
二

に
規

定
す
る
技
術
上
の
基
準
若
し
く
は
適
正
処
理
条
例
第
二
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
技
術

定
す
る
技
術
上
の
基
準
若
し
く
は
適
正
処
理
条
例
第
二
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
技
術

上
の
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
計
画
書
の
修
正
を
指
示
す
る
こ
と
が

上
の
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
計
画
書
の
修
正
を
指
示
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

で
き
る
。

４

略

４

略

第
九
条
及
び
第
十
条

略

第
九
条
及
び
第
十
条

略

第
三
章

略

第
三
章

略

第
四
章

事
業
計
画
書
に
生
活
環
境
影
響
調
査
方
法
書
を
添
付
し
た
場
合
の
特
例

第
四
章

事
業
計
画
書
に
生
活
環
境
影
響
調
査
方
法
書
を
添
付
し
た
場
合
の
特
例

第
十
九
条
及
び
第
二
十
条

略

第
十
九
条
及
び
第
二
十
条

略

（
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
の
提
出
等
）

（
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
の
提
出
等
）

第
二
十
一
条

略

第
二
十
一
条

略

２

第
八
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
生
活
環
境
影

２

第
八
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
生
活
環
境
影

響
調
査
結
果
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

響
調
査
結
果
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
書
（
事
業
者
が
同
条
第
二
項
第
一

条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
書
（
事
業
者
が
同
条
第
二
項
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
書
に
生
活
環
境
影
響
調
査
方
法
書
を
添
付
し
た
場
合
（
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
書
に
生
活
環
境
影
響
調
査
方
法
書
を
添
付
し
た
場
合
（
第
二

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
提
出
し
た
場
合
を
除

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
提
出
し
た
場
合
を
除

く
。
）
に
あ
っ
て
は
生
活
環
境
影
響
調
査
方
法
書
を
、
前
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ

く
。
）
に
あ
っ
て
は
生
活
環
境
影
響
調
査
方
法
書
を
、
前
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ

り
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
添
付
し
た
場
合
及
び
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
添
付
し
た
場
合
及
び
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
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り
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
提
出
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果

り
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
提
出
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果

書
を
含
む
。
第
十
二
条
第
二
項
（
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

書
を
含
む
。
第
十
二
条
第
二
項
（
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二

む
。
）
、
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二

十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
三
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
提
出
」
と
あ
る

十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
三
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
提
出
」
と
あ
る

の
は
「
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
の
提
出
」
と
、

の
は
「
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
の
提
出
」
と
、

同
条
第
三
項
中
「
事
業
計
画
書
を
正
確
な
も
の
と
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

同
条
第
三
項
中
「
事
業
計
画
書
を
正
確
な
も
の
と
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
、
又
は
事
業
計
画
が
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
五
条
の
二
の
三
第
一

き
、
又
は
事
業
計
画
が
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
五
条
の
二
の
二

項
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
若
し
く
は
適
正
処
理
条
例
第
二
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す

に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
若
し
く
は
適
正
処
理
条
例
第
二
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す

る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
生
活
環
境
影
響
調
査

る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
生
活
環
境
影
響
調
査

結
果
書
を
正
確
な
も
の
と
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
と
、
「
事
業
計
画
書

結
果
書
を
正
確
な
も
の
と
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
と
、
「
事
業
計
画
書

の
修
正
」
と
あ
る
の
は
「
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
の
修
正
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

の
修
正
」
と
あ
る
の
は
「
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
の
修
正
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

第
二
十
二
条

略

第
二
十
二
条

略

第
五
章
か
ら
第
八
章
ま
で

略

第
五
章
か
ら
第
八
章
ま
で

略

附

則

略

附

則

略


